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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
着 信 履 歴 の 一 覧 を 表 示 部 に 表 示 す る 電 話 機 で あ っ て 、
　 着 信 時 に 応 答 し た 相 手 先 と 応 答 し な か っ た 相 手 先 と を 区 別 し て 記 憶 領 域 に 記 録 す る 着 信
履 歴 記 録 手 段 と 、
　 前 記 記 憶 領 域 に 所 定 数 の 着 信 履 歴 が 記 録 さ れ て い る 場 合 、 前 記 着 信 履 歴 記 録 手 段 が 新 た
な 着 信 履 歴 を 記 録 し よ う と す る と き 、 着 信 時 に 応 答 し た 相 手 先 を 応 答 し な か っ た 相 手 先 の
着 信 履 歴 よ り 優 先 的 に 消 去 す る 消 去 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 電 話 機 。
【 請 求 項 ２ 】
着 信 時 に 応 答 し な か っ た 着 信 履 歴 は 、 更 に
　 消 去 を 禁 止 す る こ と を 示 す 保 護 状 態 １ と 消 去 を 禁 止 し な い こ と を 示 す 保 護 状 態 ２ の い ず
れ か の 保 護 状 態 を 示 す 記 載 項 目 を 含 み 、
　 前 記 電 話 機 は 、 更 に 、
　 前 記 保 護 状 態 を 保 護 状 態 １ に 設 定 で き る 着 信 履 歴 の 最 大 数 で あ る 制 限 保 護 数 を 有 し 、
　 前 記 着 信 履 歴 記 録 手 段 で 記 録 さ れ た 着 信 履 歴 が 着 信 時 に 応 答 し な か っ た 着 信 履 歴 で あ る
場 合 、 前 記 保 護 状 態 が 保 護 状 態 １ に 設 定 さ れ て い る 着 信 履 歴 の 数 が 前 記 制 限 保 護 数 未 満 で
あ る と き 、 当 該 応 答 し な か っ た 着 信 履 歴 の 保 護 状 態 を 保 護 状 態 １ に 設 定 し 、 前 記 保 護 状 態
が 保 護 状 態 １ に 設 定 さ れ て い る 着 信 履 歴 の 数 が 前 記 制 限 保 護 数 に 達 し て い る と き 、 当 該 応
答 し な か っ た 着 信 履 歴 の 保 護 状 態 を 保 護 状 態 ２ に 設 定 す る 保 護 設 定 手 段 を 備 え 、
　 前 記 消 去 手 段 は 、 更 に 、
　 前 記 所 定 数 の 着 信 履 歴 が す べ て 着 信 時 に 応 答 し な か っ た 履 歴 で あ る と き 、 前 記 保 護 状 態
が 保 護 状 態 １ に 設 定 さ れ て い な い 最 先 の 着 信 履 歴 を 消 去 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記
載 の 電 話 機 。
【 請 求 項 ３ 】



前 記 電 話 機 は 、 更 に 、
　 前 記 保 護 設 定 手 段 に よ り 応 答 し な か っ た 着 信 履 歴 が 保 護 状 態 ２ に 設 定 さ れ た 場 合 、 着 信
履 歴 の 一 覧 を 前 記 表 示 部 に 表 示 し た と き 、 当 該 着 信 履 歴 を 保 護 状 態 １ に 設 定 で き な か っ た
こ と を 告 知 す る 保 護 告 知 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 電 話 機 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 保 護 設 定 手 段 は 、 更 に 、
　 着 信 時 に 応 答 し な か っ た 同 一 相 手 先 の 着 信 履 歴 が 複 数 あ る と き 、 複 数 の 当 該 着 信 履 歴 の
う ち 最 新 の 着 信 履 歴 の 保 護 状 態 を 保 護 状 態 １ に 設 定 し 、 当 該 着 信 履 歴 の う ち 最 新 以 外 の 着
信 履 歴 の 保 護 状 態 を 保 護 状 態 ２ に 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 電 話 機 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 電 話 機 は 、 更 に 、
　 前 記 制 限 保 護 数 と し て 、 前 記 所 定 数 未 満 で １ 以 上 の 指 定 の 数 値 を 受 け 付 け る 受 付 手 段 と
、
　 前 記 受 付 手 段 で 受 け 付 け た 数 値 を 制 限 保 護 数 と し て 更 新 す る 制 限 保 護 数 更 新 手 段 と を 備
え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の 電 話 機 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 受 付 手 段 は 、 更 に 、
　 前 記 表 示 手 段 で 表 示 さ れ た 着 信 履 歴 の う ち 所 望 の 履 歴 を 指 定 す る 履 歴 指 定 受 付 部 と 、
　 前 記 履 歴 指 定 受 付 部 で 受 け 付 け た 着 信 履 歴 の 処 理 指 示 を 受 け 付 け る 履 歴 処 理 指 示 受 付 部
と を 有 し 、
　 前 記 保 護 設 定 手 段 は 、 更 に 、
　 前 記 履 歴 指 定 受 付 部 で 受 け 付 け た 着 信 履 歴 が 応 答 し な か っ た 着 信 履 歴 の 場 合 、 前 記 履 歴
処 理 指 示 受 付 部 で 受 け 付 け た 処 理 指 示 が 保 護 の 状 態 を 変 更 す る 保 護 変 更 の と き 、 当 該 着 信
履 歴 の 保 護 状 態 の 変 更 を 行 う 保 護 更 新 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 電 話 機
。
【 請 求 項 ７ 】
着 信 履 歴 の 一 覧 を 表 示 部 に 表 示 す る 電 話 機 で あ っ て 、
　 着 信 時 に 応 答 し た 相 手 先 と 応 答 し な か っ た 相 手 先 と を 区 別 し て 記 憶 領 域 に 記 録 す る 着 信
履 歴 記 録 手 段 と 、
　 着 信 履 歴 の 保 護 が 設 定 さ れ て い る か ど う か を 示 す 保 護 状 態 を 保 持 す る 保 護 状 態 保 持 手 段
と 、
　 前 記 記 憶 領 域 に 所 定 数 の 着 信 履 歴 が 記 録 さ れ て い る 場 合 、 前 記 着 信 履 歴 記 録 手 段 が 新 た
な 着 信 履 歴 を 記 録 し よ う と す る と き 、 着 信 時 に 応 答 し た 相 手 先 の 着 信 履 歴 を 応 答 し な か っ
た 相 手 先 の 着 信 履 歴 よ り 優 先 的 に 消 去 す る 消 去 手 段 と を 備 え 、 前 記 保 護 状 態 保 持 手 段 に 保
護 が 設 定 さ れ て い る 場 合 は そ の 保 護 さ れ た 着 信 履 歴 の 消 去 を 禁 止 と す る こ と を 特 徴 と す る
電 話 機 。
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